
六
六
五

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

◎
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
と
の
間
の
協
定

　

（
略
称
）
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
一
九
年　

四
月
一
一
日　

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
署
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
二
〇
年　

六
月　

三
日　

国
会
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
二
二
年　

三
月
二
八
日　

外
交
上
の
公
文
の
交
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
二
二
年　

三
月
三
〇
日　

公
布
及
び
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
条
約
第
一
号
及
び
外
務
省
告
示
第
一
三
六
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
二
二
年　

六
月　

一
日  

効
力
発
生

    

目　
　
　

次	

ペ
ー
ジ

　
　

前 

　

   

文
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
六
九

第
一
部  

総
則
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
六
九

　
　

第  

一  

条  

定
義
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
六
九

　
　

第  

二  

条  

こ
の
協
定
の
適
用
範
囲
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
一

　
　

第  

三  

条  

こ
の
協
定
の
適
用
を
受
け
る
者
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
一

　
　

第  

四  

条  

待
遇
の
平
等
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
二

　
　

第  

五  

条  

海
外
へ
の
給
付
の
支
払
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
二

第
二
部  

適
用
法
令
に
関
す
る
規
定
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
三

　
　

第  

六  

条  

一
般
規
定
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
三

　
　

第  

七  

条  

特
別
規
定
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
三
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六
六
六

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

　
　

第  

八  

条  

海
上
航
行
船
舶
又
は
航
空
機
に
お
い
て
就
労
す
る
被
用
者
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
四

　
　

第  

九  

条  

外
交
使
節
団
の
構
成
員
、
領
事
機
関
の
構
成
員
及
び
公
務
員
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
四

　
　

第  

十  

条  

第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
例
外
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
五

　
　

第 
十
一 

条  

就
労
す
る
者
に
同
行
す
る
配
偶
者
及
び
子
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
五

  

　

第 
十
二 

条  

強
制
加
入
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
六

第
三
部　

給
付
に
関
す
る
規
定
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
六

　

第
一
章　

共
通
規
定
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
六

　
　

第 

十
三 

条  

通
算
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
六

　

第
二
章　

日
本
国
の
給
付
に
関
す
る
規
定
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
六

　
　

第 

十
四 

条  

通
算
に
関
す
る
特
別
規
定
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
六

　
　

第 

十
五 

条  

障
害
給
付
及
び
遺
族
給
付
に
関
す
る
特
別
規
定
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
七

　
　

第 

十
六 

条  

給
付
の
額
の
計
算
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
八

　

第
三
章　

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
給
付
に
関
す
る
規
定
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
九

　
　

第 

十
七 

条  

通
算
に
関
す
る
特
別
規
定
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
九

　
　

第 

十
八 

条  

給
付
の
額
の
計
算
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
七
九

第
四
部　

雑
則
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
八
〇

　
　

第 

十
九 

条  

行
政
上
の
協
力
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
八
〇

　
　

第 

二
十 

条  

手
数
料
及
び
認
証
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
八
〇

　
　

第
二
十
一
条　

使
用
言
語
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
八
〇

　
　

第
二
十
二
条　

情
報
の
伝
達
及
び
秘
密
性
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
八
一

　
　

第
二
十
三
条　

申
請
、
不
服
申
立
て
及
び
申
告
の
提
出
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
八
三

　
　

第
二
十
四
条　

給
付
の
支
払
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
八
三
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六
六
七

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

　
　

第
二
十
五
条　

意
見
の
相
違
の
解
決
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
八
三

　
　

第
二
十
六
条　

見
出
し
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
八
五

　
　

第
二
十
七
条　

経
過
規
定
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
八
五

　
　

第
二
十
八
条　

効
力
発
生
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
八
五

　
　

第
二
十
九
条　

有
効
期
間
及
び
終
了
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
八
六

　
　

末　
　
　

文
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
六
八
六
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六
六
九

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

前　
　

文

定　
　

義
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六
七
〇

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定
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六
七
一

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

こ
の
協
定

の
適
用
範

囲こ
の
協
定

の
適
用
を

受
け
る
者
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六
七
二

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

待
遇
の
平

等海
外
へ
の

給
付
の
支

払
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六
七
三

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

一
般
規
定

特
別
規
定
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六
七
四

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

海
上
航
行

船
舶
又
は

航
空
機
に

お
い
て
就

労
す
る
被

用
者

外
交
使
節

団
の
構
成

員
、
領
事

機
関
の
構

成
員
及
び

公
務
員
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六
七
五

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

第
六
条
か

ら
前
条
ま

で
の
規
定

の
例
外

就
労
す
る

者
に
同
行

す
る
配
偶

者
及
び
子
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六
七
六

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

強
制
加
入

通　
　

算

通
算
に
関

す
る
特
別

規
定
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六
七
七

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

障
害
給
付

及
び
遺
族

給
付
に
関

す
る
特
別

規
定
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六
七
八

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

給
付
の
額

の
計
算
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六
七
九

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

通
算
に
関

す
る
特
別

規
定

給
付
の
額

の
計
算
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六
八
〇

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

行
政
上
の

協
力

手
数
料
及

び
認
証

使
用
言
語
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六
八
一

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

情
報
の
伝

達
及
び
秘

密
性
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申
請
、
不

服
申
し
立

て
及
び
申

告
の
提
出

給
付
の
支

払意
見
の
相

違
の
解
釈
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し

経
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規
定

効
力
発
生
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有
効
期
間

及
び
終
了

末　
　

文
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六
九
六

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
社
会
保
障
協
定

（
参
考
）

　

こ
の
協
定
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
の
間
で
、
派
遣
期
間
が
五
年
以
内
の
一
時
派
遣
被
用
者
等
は
、
原
則
と
し
て
、
派
遣
元
国
の
年
金

制
度
に
の
み
加
入
す
る
こ
と
、
ま
た
、
両
国
で
の
保
険
期
間
を
通
算
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け
る
年
金
の
受
給
権
を
確
立
で
き
る
こ

と
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
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